






6)母性と女性の両立 

周産期および幼児期における人間形成には家庭のあり方が重大なポイントとなる。できれ

ば 3 歳まで母親が育児に専念でき,その後,社会活動に復帰できるような環境が与えられ,

育児と社会的活動,換言すれば母性と女性が両立できるような制度,雇傭慣習が確立される

べきである。育児が価値のあるものであることを社会的に認知させる方策として思いきっ

た児童手当の増額,育児休養の延長を計る。その財源は独身税を含む,無子税であてる。育

児とは将来の高齢化社会を支える労働力を提供することでもあるから,育児をせずにその

恩恵を受けるものが余分の税金を負担するのは不公平ではない。 

このような社会的コンセンサスを早く作っておかなければ,独身者および無子者が増加す

る。既に欧米ではこのような傾向が明らかである。これは女性の自立傾向や性行動に対す

る自由な考え方とともに顕著となるもののようであるが,幸いわが国では女子高校生の大

部分は,愛があれば婚外性交も可としながらも,家族制度は存続するべきと考えており(栃

木県教育委員会調査),早急に対策を講じれば家庭の崩壊は防ぐことができよう｡ 

このように母子保健は家庭保健であるから,法律は家庭のあり方の理念をうたい,親業や家

庭のあり方に関する指導の体制を明らかにすべきである。 


